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第 1回みんなでまちづくり推進会議 会議録 

 

■日 時：平成２６年３月２６日（水）１８：００～２０：３０ 

■場 所：境港市役所第１会議室 

■日 程 

１ 開会 

 

２ 市長あいさつ 

 

 ３ 委嘱状交付 

 

 ４ 各委員及びアドバイザー自己紹介 

 

５ 会長、副会長の選出 

 

６ ワークショップ方式による討議 

 ～「ものさし」づくりワークショップ for「みんなでまちづくり条例」～ 

 

７ 総  括 

 

８ 閉  会 

 

■出席者（敬称略） 

   植田建造、遠藤恵子、梶川恵美子、門脇紀文、土田良和、 

徳尾勝、松本幸永、水田浩司、渡部敏樹、 

  （欠席委員：石橋文夫、門脇京子） 

 

 

１ 開会 

（地域振興課長） 

ただいまより第１回みんなでまちづくり推進会議を開催いたします。 

私は柏木、となりが北野、森でございます。よろしくお願いします。 

みんなでまちづくり推進会議は今回が第４期目となり、あらためて委員をお願いし

て最初の会議となります。それでは市長からあいさつをいただきたいと思います。 
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２ 市長あいさつ 

（市長） 

    皆様、こんばんは。 

委員の皆様には、ご多用にもかかわらずお集まりいただき、誠にありがとうござ 

います。また、日頃から市政各般にわたりご支援・ご協力を賜り、心からお礼を申 

し上げます。 

そして、このたびは、新しく委員に応募いただきました土田様、また引き続き委 

員をお引き受けいただきました皆様に、重ねてお礼を申し上げます。 

   また、島根大学法文学部の毎熊先生におかれましては、引き続き、「みんなで 

まちづくり推進会議」のアドバイザーをお引き受けいただき、お礼を申し上げます。 

協働のまちづくりの推進に向けて、ご専門の立場からご指導を賜りますようお願い

いたします。 

   さて、私は常々、市民と行政が役割と責任を分担しながら、よりよいまちをつ 

  くっていく協働のまちづくりを提唱しております。 

   市民の皆様にも、協働のまちづくりの意識が浸透してきており、子どもたちへの 

読み聞かせ活動をはじめ、公園や広場の清掃活動、校庭の芝生化、ケヤキ並木の落 

ち葉の清掃活動など、様々な場面で協働の取り組みが広がってきているところであ 

り、大変ありがたく思っております。 

本日は、みなさまから忌憚のないご意見、ご提言をいただいて今後のまちづくり 

  に活かしたいと考えておりますので、引き続きのお力添えをいただきますようお願 

  い申し上げまして、冒頭のあいさつとさせていただきたいと思います。 

 

３  委嘱状交付 

（地域振興課長） 

ありがとうございました。続きまして委嘱状の交付となりますが、お手元に委嘱状を

配布させていただいております。それをもちまして委嘱状交付に替えさせていただきま

す。 

 

４ 各委員及びアドバイザー紹介 

  今期、１名の新しい委員をお迎えすることになりました。あらためまして、皆様か

ら一言ご挨拶をいただきたいと思います。 

 

 （委員） 

  皆様はじめまして。ふるさとである境港のまちづくりに関われる機会を得ましたこ

と、うれしく思います。何ができるか分かりませんが１から勉強したいと思っており

ます。よろしくお願いいたします。 
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 （委員） 

  条例の素案作りから関わり、今回４期目となりました。条例ができ、いかに運用す

るかという段階に来ております。境港も変わろうとしてきております。ますます色ん

な協議をしていきながら考えて行けたらと思っております。 

 

 （委員） 

  合併の話があったときから市のことに関心を持ち出しました。ボランティア団体を

立ち上げているのですが、少しずつボランティアに目を向けてもらえだしたと感じて

おります。 

 

 （委員） 

  さまざまなボランティアの場面に実際に顔を出し、一緒にやってみるのが大事だと

常々思っております。実際に目で見て、動いたことを少しでも取り入れ、よりよいま

ちづくりに協力できたらと思っております。 

 

 （委員） 

  私が水木ロードのボランティアに参加して８年となります。他にも子どもたちと綿

をつくろう会は今年で３年目となりこれから発展させていこうと考えております。 

 

 （委員） 

  ボランティアセンター運営協議会の副会長をしております。よろしくお願いします。 

 

 （委員） 

  私もボランティアセンター運営協議会の副会長をしております。前期から引き続き

で、微力ではありますがお力になれたらと考えております。 

 

 （委員） 

  更生保護女性団体で市民活動センターへ登録しております。２年前、初めて委嘱状

をもらった時は何をしてよいか分からずあっという間に２年が経ちました。大好きな

境港のために少しでも勉強を活かしながら頑張っていきたいと思います。 

 

 （委員） 

  ボランティアセンター運営協議会の会長をしております。１１名の中の５名がボラ

ンティアセンターが占めておりますがたまたま集まっただけで、ボランティアセンタ

ーだけでなく、みなさんで住みよいまちづくりについて考えて行けたらといいなと思

っております。 
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 （地域振興課長） 

  お手元の委員名簿では１１名となっておりますが、２名欠席ということで９名で会

議をしたいと思います。 

 

５ 会長、副会長の選出 

 （地域振興課長） 

  つづきまして、会長、副会長の選出です。規則では互選となっておりますが、事務 

局の方で指名させていただけたらと思いますがよろしいでしょうか。 

 

 ＜委員異議なし＞ 

 

  そうしましたら会長を渡部さん、副会長を植田さんにお願いしたいと思います。 

  会長、副会長にあらためて一言いただきたいと思います。 

 

（会長） 

    あらためましてこんばんは。もう１期会長をと、なかなか卒業できない状況でござ

いますが、引き続き会長をさせていただきたいと思います。 

  境港も水木しげるロードのリニューアル、貨客船ターミナルの建設など大きく変わ 

ろうとしている最中です。こうした中で推進会議としていろんな提言や討議をしどの

ようにしていくか考えていく必要があると思います。まちづくりが素晴らしいものに

なっていくよう協力できたらと思います。 

 

 （副会長） 

  副会長を仰せつかりました。みなさんと討議し、住みよいまちづくりに貢献できた 

らと思っております。よろしくお願いいたします。 

 

 （地域振興課長） 

  ここで、市長は次の会議があるため、退席させていただきます。 

 

 ＜市長退席＞ 

 

  そうしましたら、毎熊先生から最初に一言いただきたいと思います。 

 

（毎熊アドバイザー） 

    配布されている資料にプロフィールを書いていただいておりますが、直近で頑張っ

た出来事が抜けております。議会基本条例のアドバイザーを務めさせていただきまし
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た。議会も基本条例が出来、頑張るぞ言っておられます。市民の側も負けてはならん

だろうと、みんなでまちづくり推進会議や関係者の方々が奮起する時ではないかと思

っております。どうぞよろしくお願いいたします。 

   

６ ワークショップ方式による討議 

 （地域振興課長） 

それでは本日のメインでありますワークショップによる討議に移りたいと思いま

す。ここからの進行は会長にお願いしたいと思います。 

 

 （会長） 

  次第に従いましてワークショップによる討議に移りたいと思います。 

 

 （事務局） 

  最初に事務局から説明をさせていただきます。 

テーマを「ものさし」づくりワークショップ for「みんなでまちづくり条例」とし 

ております。本市では平成１６年度から協働のまちづくりを推進しており、市民参加 

や協働などまちづくりの仕組みやルールを明文化するために「境港市みんなでまちづ 

くり条例」を平成１９年７月１日に施行しました。施行後６年が経ち、条例の目的を 

どの程度果たしているか検討してみてはどうかと毎熊先生からご提言いただきまし

た。委員の皆様にはその検討のための「ものさし」づくりの基礎作業をしていただき

たいと思います。 

 ３つのテーブルに分かれグループワークを行います。それぞれ進行役として事務局

から１名ずつ入ります。詳しい内容につきましては毎熊先生から説明をしていただき

たいと思います。 

 

 （毎熊アドバイザー） 

  お話がありましたように、この条例ができて時間が経ちます。条例ができて終わり 

ではありません。資料に条例がついておりますが、例えば１条に「目的」があります。 

   

第１条 この条例は、一人でも多くの市民が自分たちのまちは自分たちで考え、自 

分たちで創り上げていくという誇りを持つようになり、みんなの力で暮らしやす 

いまちを実現することを目的とします。 

 

とすれば、この条例がこの目的を達成しているかということを常々問う必要があり 

ます。この条文は抽象的ですが、これ以降、具体的な事を定めておりますのでそれら 

を手掛かりに一つ一つなされているか、みんなの力で暮らしやすいまちが実現されて 
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いるのかということを把握するために、その「ものさし」となるものを皆さんで話し

合ってもらいたいと思います。もちろん今日一日で終わる作業ではありませんので、

事務局へ持ちかえってもらい、練ってもらい、みなさんに返してもらうんですかね？

これは会議の持ち方にも因るのでしょうが、今は年に１回このような会議をし、あと

は補助金の審査会となっているとのことですが、年に２回でも条例が目的達成されて

いるのか皆さんで検証していただく。もし問題があればこういうことやればいいじゃ

ないかなどの提案をしていただくとかした方がいいんじゃないかという思いがあり、

今回は実験的に検証していくための基礎作業をしていただきたいと思います。 

 条例自体は非常に難しいですね。ですが難しく考えないで、本当にみんなでまちづ

くりができているのか。たとえば、一部の人たちだけがやっているんじゃないかと思

えば、ボランティアの数は今何人くらいいるんだろうか、やったことある人の割合が

どれくらいなんだろうか、というのが一つの「ものさし」になってくるわけですよね。

このように普段思われていることを率直に出していけば「ものさし」ができてくると

思います。合意を得る必要はありませんので、いろんな意見を出していただければと

思います。 

 

＜ ワークショップ方式による討議を開始 ＞ 

  委員、事務局が３つのテーブルに分かれ、境港市みんなでまちづくりの条文ごとに、

「ものさし」となる事柄について意見を出し合った。 

  ※３つのテーブルで出された意見は別添のとおり。 

 

＜ ワークショップ方式終了後の感想 ＞ 

（委員） 

・市民一斉清掃のような、一体となって何かできないかと考えている。 

・補助金の申請は難しいという印象をもっている団体も少なくなく、PRや相談が 

 できたらと思う。 

・公民館、自治会、各種団体の連携ができたらよい。 

・女性の声を市長に伝えられる場があるとよい。 

・人材の発掘が大事 

・みんなでまちづくり条例の第 2条第 2項では公務員が含まれていない。 

 自衛隊の組織力はまちづくりの大きな力となる。 

・団体の活動拠点である市民活動センターのテーブル配置など少人数でも使いやすい 

ような工夫が必要。 

 ・行政参加に関しては意見をもらいやすい環境づくりが大事である（以前は目安箱 

  のようなものがあった）。また、届いた意見への対応をお知らせすることで意見を 

  出す意欲や役立ち感、他者への拡がりが期待できるのではないか。 
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 ・協働事業の実施状況では「市からの呼びかけによる事業」「団体から発信された事 

  業」と区別してみてはどうか。 

 ・広報、周知の方法の改善（クルーズ船が来た時も市民への案内がない。ツールとし 

て防災無線が使えない。） 

 ・高齢者や病気への理解を深めるため子どもたちへのアプローチを考えており、これ 

  も協働につながるのではないかと思っている。 

 ・今回委員の公募があったが、興味関心を引く、心に訴える表現を工夫した方がよい。 

 ・審議会の会議録など情報の公開について遅く感じている。 

 ・今後は子どもを参加させるような企画が必要ではないだろうか。 

 ・協働事業実施後の反省や検証が必要である。 

 ・条例の素案を 1年で完成させる予定が 2年かかった。そのくらい協働というものは分 

りにくいが、自分たちの生活するまちのためになることなら何でもよいという結論に 

至った。50年、100年先のまちづくりのための活動、清掃活動など色んな活動を組み 

合わせないといいまちにならないのではないか。 

 

 （事務局） 

 ・この会で出た意見でもすぐ対応できるものと、できないものはあるが、このような意 

見をいただきながら少しづつでも改善していき、よりよいまちづくりにつなげていき 

たい。 

 ・まちづくり条例が施行された後、変化があったかどうか知っておく必要がある。数値 

で表せるもの、そうでないものがあるが、分かりやすい方法で検証していけたらと 

思う。 

 

７ 総  括 

（毎熊アドバイザー） 

   少し前に自然再生センターという団体が、認定 NPO 法人になりました。認定

NPO 法人というのは通常の NPO 法人よりグレードが高く、簡単に言うと寄附を

多く集められる団体です。通常 5 年間で 500 万円の寄附を集められればよいとこ

ろを 1 年間で 500 万円集めることができる。なぜ取り上げたかというと、メンバ

ーの方が今いらっしゃるというのもありますが、行政側だけでなく「みんなで」ま

ちづくりなので市民活動団体側の力も問われると思うからです。例えば「どれだけ

寄附を集められるか」、「イベントにどれだけ集客できるか」などです。市民活動団

体の力を測る必要があるのではないでしょうか。 

   また、協働というものはつかみにくいですが、島根県では県庁で協働の予算をつ

け、団体が協働の提案し、審査を経て、行政と一緒に活動する制度があります。み

んなでまちづくり条例の第 19条第 2項はこのような事を想定されていると思いま
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すが、現在境港市にはないので、協働を前面に出した制度があってもよいかと思っ

たところです。 

 

８ 閉  会 


